
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今年の夏も例年にも増して暑い夏となっておりますが、皆様方はいかがお過ごしでしょ 

 うか。まだまだ残暑が厳しくなりますので、体調にお気をつけてお過ごしいただけます 

 ようお願いいたします。 

さて、本年 4月の統一地方選挙で地域の皆様のご支援により、二期目の市議会に送り 

込んでいただきましたことを、心から感謝いたしておりますとともに、ご期待の大きさに 

改めて身が引き締まる思いでございます 

  私自身も二期目の市議会議員として恥ずかしく無いよう、一期目に取り組んできた教育 

 問題や福祉問題を中心に活動し、市民の代表として地域の課題や問題点を市行政に訴え、 

子どもから高齢者までが安心して暮らせる街を目指し、今期の 4年間も皆様からのご意見を 

拝聴し、粉骨砕身頑張っていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

翔春会(しょうしゅんかい) 金堂清之議長と会派を組む 

 

       地域建設委員会・議会運営委員会・予算特別委員会・決算特別委員会・春日市土地開発公社理事 

       春日那珂川水道企業団議員・議員厚生会委員 

        

春日那珂川水道企業団副議長・決算特別委員会副委員長・会派代表 

 

 

 

 

現在 11 万 2 千人を抱える春日市ですが、高齢化率も確実に上昇し 10 年後には人口の 24％まで上昇すると 

  予想されている今、何が必要かを考えると若い子育て世代を定住させる事が重要なのではないかと考えて 

  います。当市には企業を誘致できるほどの敷地も環境も無く、これからは市民(人)こそが宝の時代が必ず 

  訪れます。 ではどうすれば人は集まるのでしょうか？ それは、更なる教育の環境の充実しかないと考え 

ています。 『春日市で子育てしたい』そう思える街づくりをすることが、子どもたちや高齢者・障がい者 

  にも『やさしい街』になると信じています。 このことを具現化するためこれからの 4年間、行政に課題や 

  問題点を提起し、一歩づつでも確実に進んでいくように努力していきたいと考えます。 

 

 

 

■市長は市民の代表ではありません！ 
え！？と思われるかも知れませんが、制度的には「市長」は市民の代表ではありません。 

市民の代表は議員なのです。なぜなら、議員は市民の代表ですから、3 ヶ月以上の住民資格がないと、立候補さえも 

できませんが、市長はシティマネージャー(支配人)ですから、法律的にはその町に住んでなくてもなれるのです。 

  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■国と地方は、政治の仕組みはどう違うの！ 
      国は一元代表制です。選挙で国会議員を選び、多数を占めたところが執行権を握る議院内閣制ですので、与党 
   と野党があります。地方自治体の場合は、首長と議会をそれぞれ直接選挙で選ぶ二元代表制になっています。 

   では、どうして別々に選ぶのでしょうか？ それは、首長と議会それぞれに違う役割を持たせているからです。 

市長が独走してしまわないように、健全な緊張関係のもと、より良い町づくりを進めるために議論し、チェック 

しながら自治体の運営をするように設計されたシステムです。 

ですから、与党・野党もしくは市長派・反市長派という考え方や行動をとること自体おかしな話です。 

市の提案に対し“なんでも賛成”とか“なんでも反対”ではなく市民目線で是々非々の立場で判断することが、 

議員としての当然の務めだと考えます。 

 
    
    ■議員は「すぐやる課受付」みたいなものでしょ～？ 
   もちろん、市民の皆様の苦情や陳情を行政に伝え改善することも、議員としての大きな仕事の一つでもあります。 

しかし、議員は特別職公務員です。〔全体の奉仕者として公共の利益のために、全力を挙げてこれに専念しなけれ 

ばならない〕と法律に明記されています。市民の特定な方からの苦情や相談を、非公式な働きによって解決する 

のが、議員本来の仕事ではありません。 

 
   ■これからの議会・議員に求められる役割の変化 
   財政にゆとりがあった時代は、議員は地域の代表として地域の要望だけを市に伝える事が主な仕事でした。 

   しかし、近年の全国の先進地方議会の動きを見てみると、市民との対話の中で、市が気づかない課題を発見し、 

   議会として解決策(施策)を提案。また、市の提案に対しても○×だけでなく議員同士が十分議論し修正案を提示 

   する等、積極的な動きをする議会が増えています。今後の懸念される市政への課題や問題に対しても、指摘する 

   だけではなく、自ら地域課題の解決策を提示できるように、更に研鑽を積む必要があると考えています。 
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そもそも市長と議会の役割ってなぁに？ 

議員の仕事ってなぁに？ 
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■ こども医療費拡大 

                                                                                                   Ｑ： こども医療費拡大の内容は？ 

    改選後の初議会が、平成 27 年 6 月 11 日～6月 26 日まで開かれ、一般質問も新人議員さんを含む      Ａ： 入院にかかるこども医療費の対象年齢を、現行の小学 6 年生から中学 3 年生まで拡大する。 

    16 名が行い、各委員会でも執行部からの議案提案に活発な議論が交わされました。                           Ｑ： 近隣自治体の中で、本市だけ所得制限があるのはなぜ？ 

                                                                               Ａ： 本市では一定の所得がある方には応分の負担をしていただくと考えている。 

Ｑ： 通院時の補助の年齢拡大の議論・試算はされたのか？ 

                                                                                                              Ａ： 補助の通院拡大に向けての具体的な議論には入っていない。試算については仮に現行の枠組みで小学 1 年生 

■ 総合スポーツセンター開館記念行事委託料                                                      から中学校 3 年生まで通院拡大した場合、年間約 2 億円程度必要になる。 

 Ｑ： 開館行事(オープニングイベント)の内容は？                                                   Ｑ： 今回の入院の対象年齢拡大に伴う影響額は？ 

 Ａ： 未定だが、経験者にはスポーツクリニックなど専門的に、未経験者には体験イベント等広く楽しめる内容にしたい。         Ａ： 年間 776 万 6 千円の増となる。 

 Ｑ： 予算の上限は設定しているのか？                                                       

 Ａ： 上限を 700 万円として、平成 28 年度予算で支出したい。                                            

                                                                                   

■ 教育支援事業費(登校サポート) 国・県補助金事業                                                             ■ 春日市代替地登録制度の見直し 

Ｑ： 支援事業の内容は？                                                                   〔公共事業の施工に伴う用地交渉において速やかに応じるため、代替地登録制度を設けている〕 

Ａ： 不登校専任教員の訪問による学習支援や外出活動などを行う。                                       Ｑ： 対象者と見直し事項は？  

Ｑ： 支援対象者とその人数は？                                                              Ａ： ①春日市に土地を所有してある方で、1 区画の面積が 100 ㎡以上の土地であること。 

Ａ： 対象は中学生の不登校児童生徒とし、そのうち引きこもりの生徒数は 15 人程度と考える。                         ②所有権及び所有面積が明確であること。 

Ｑ： 引きこもり生徒の問題は長期的な問題として考える必要があるのでは？                                                ③所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、登録土地の売買契約締結時までに、設定された権利が 

Ａ： 本事業を契機として、不登校専任教員と教育支援センターの連携強化と、既存の社会資源の活用・充実により              抹消されると市長が認めたときはこの限りでない。 

   今後も引き続き展開していく必要があると考えている。                                                              ④土地の上に建物がある場合は、当該建物の所有者が土地の所有者と同一であること。 

                                                                                    ※ 要 点 

■ コミュニティ・スクール推進事業委託金 （国補助事業）                                              今回の改正により、建物を持った空き家の登録が可能になり、面積も改正前の 200 ㎡から 100 ㎡と緩和された。 

Ｑ： 事業内容は？                                                                       代替地登録制度により、代替地契約が履行された土地の所有者には、税の控除が受けられる。 

Ａ： 春日中学校区をモデル地区とした『15 年子育てサポート体制』を構築し、通学合宿といった体験学習や、福祉と          

教育の連携による 0 歳からの発達支援、子育て支援について研究する。                                ■ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

                                                                                   平成 26 年 11 月 27 日に施工された法律で、適切な管理が行われていない空家等に対し、『特定空家等』に 

■ こども医療費の拡大                                                                     に市が指定することで、立ち入り調査や指導・勧告・命令・代執行が行えるようになった。 

Ｑ： 県内・筑紫地区の状況は？                                                              ※ 要 点 

Ａ： 筑紫地区では通院・入院ともに同様の拡大を行っており、入院の中学３年生までの拡大は県下 60 団中 12 団体目         特定空家等に指定されると、固定資産税の住居減免分が無くなり、税が敷地・家屋ともに課税されるため、固定 

                                                                                     資産税が実質的に増えるため、現在の更地にした場合と同額かもしくは家屋分が増える事となる。 

■ 若草市営住宅Ｂ棟建設工事                                                               特定空家等の認定基準については、所有者の不利益となるため、認定基準については現在福岡県がガイドライン 

Ｑ： 全体の収支計画と家賃の決定方法と入居者選定は？                                              を作成中であり、今年度中に市がそのガイドラインに基ずき、決定していくこととなる。 

Ａ： 住宅の運用開始から約 47 年で累積収支は黒字となる予定。家賃の決定は入居者の収入に応じた家賃算定基準         また、管理が適切に行われていない空き地については、今回の特別措置法には含まれていない。 

   額により算定する。また、入居者は現在の入居者を優先とし、余剰分を募集する。 

平成 27 年 6 月議会 主な議論 

総務文教委員会 

市民厚生委員会 

地域建設委員会 
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